
規

則 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
第
一
号
イ
中
「
母
子
保
健
施
設
」
を
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


